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                  別添３ 

平成３０年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

（１８０９０２－０１） 

総括研究報告書 

 

過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究 
 

研究代表者 高橋正也 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

産業疫学研究グループ・部長 

 

【研究要旨】我が国における過労死等防止に資するため、１）過労死等事案の解析、２）

疫学研究（職域コホート研究、現場介入研究）、３）実験研究（循環器負担のメカニズム

解明、過労死関連指標と体力との関係の解明）を第 1期（平成 27～29年度）に引き続き、

第 2期（平成 30～32 年度）の研究として開始し、それぞれ以下の結果を得た。 

＜過労死事案研究＞ 

①平成 22～28年度の 7年間の脳・心臓疾患及び精神障害の業務上事案についてのデータ

ベースを構築し、性・年齢、疾患名、業種、健康管理状況等及び出来事別の推移について

まとめた。重点業種の解析から、②建設業については、長時間労働、労働災害、発注者や

元請け側からの無理な業務依頼、対人関係の問題に対する対策の強化が必要と考えられ

る。また、現場監督、技術者等や技能労働者等、管理職、事務・営業職等の職種によって

異なる業務による過重労働の負荷が生じており、建設業内でも職種別に考慮した対策が

重要である。③また、建設業の精神事案の分析から、建設工事の個々の過程を見直して労

働時間の過剰な延長を避けるとともに、建設安全の確保が本業種で働く労働者の精神障

害を予防するのに有効と考えられた。④メディアについては、長時間労働対策とともに、

若年労働者の過重労働や対人関係に関する問題、発注者側からの無理な業務依頼に着目

した過重労働を未然に防止するための取組が重要であると考えられる。⑤運輸業・郵便業

の平成 27～28 年度と平成 22～26 年度の脳・心臓疾患事案を比較し、50 人以上の事業場

への保健指導、健康状態がハイリスクであるドライバーの健康管理、早朝勤務日数の削減

と荷扱い時の対策が重要と指摘された。⑥自営業者、役員等の過労死等の防止のために、

サプライチェーンにおける包括的安全衛生管理、産業保健サービス提供機関等による多

層支援、経営支援と人員不足対策、教育・研修機会の提供等の重要性が示された。法学的・

社会学的視点からの解析では、⑦事案の定量的検討から発症時年代別、業種別、職種別で

特に検討すべきカテゴリが示され、定性的検討から過労死等防止対策の方向性が示され

た。⑧また、調査復命書等の記述内容の試行的な質的分析から、被災者の業務負荷や職場

の状況については、分析事案の中でいくつかの共通性が見出された。 

＜疫学研究、現場調査＞ 

⑨勤務状況とその後の健康との前向き関連を調べる職域コホート研究を開始し、長期的

研究体制を整え、第三次産業一社の勤怠データ、健診データ、ストレスチェックデータ、

質問紙データに基づいて横断的な分析を行ったところ、評価指標によって労働時間の影

響の現れ方は変わることが判明した。⑩地場及び長距離トラックドライバーを対象とし

た現場調査から、地場運行では拘束時間は短いものの、勤務間インターバルが短く、出庫

時刻が早く、勤務日と休日の平均睡眠時間がそれぞれ 7 時間未満であり、このような労

働条件下での短時間睡眠が疲労、眠気を増大させることが示され、また、高血圧者では短

時間睡眠に対する脆弱性があることが考えられた。⑪交代勤務看護師を対象とした調査

では、勤務シフトごとに睡眠取得の状況が大きく異なること、睡眠時間と精神的健康度の

間に負の相関関係がうかがわれたことが示された。 
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＜実験研究＞ 

⑫長時間労働と循環器負担に注目した実験からは、長時間労働は心血管系の負担を増

大し、特に安静時血圧が高めの群の負担が大きいこと、作業中の長めの休憩（50分以上）

は過剰な血行動態反応を抑制する効果が認められ、やむを得ず長時間労働をしなければ

ならない場合は、複数の長めの休憩を確保することが望ましいこと、長時間労働時の心血

管系反応には個人差が存在することが示唆された。⑬心肺持久力（CRF）に関する研究で

は、労働者の CRF を簡便かつ安全に評価する検査手法として HRmix を開発した。 

 

 

研究分担者： 

梅崎重夫（労働安全衛生総合研究所・総括

領域長） 

吉川 徹（同研究所・過労死等防止調査研

究センター・センター長代理） 

佐々木毅（同センター・上席研究員） 

久保智英（同センター・上席研究員） 

井澤修平（同センター・上席研究員） 

劉 欣欣（同センター・主任研究員） 

松尾知明（同センター・主任研究員） 

池田大樹（同センター・研究員） 

蘇 リナ（同センター・研究員） 

松元 俊（同センター・研究員） 

菅知絵美（同センター・研究員） 
池添弘邦（独立行政法人労働政策研究・研

修機構・主任研究員） 

高見具広（同機構・研究員） 

藤本隆史（同機構・アシスタントフェロ

ー） 

酒井一博（大原記念労働科学研究所・所長） 

佐々木司（同研究所・上席主任研究員） 

深澤健二（株式会社アドバンテッジリス

クマネジメント・メディカルアドバイザ

ー） 

内田 元（ニッセイ情報テクノロジー株

式会社ヘルスケアソリューション事業

部・チーフマネージャー） 

 

Ａ．研究目的 
業務による過重な負荷による脳・心臓疾

患や強い心理的負荷による精神障害・自殺

（以下、「過労死等」という。）の防止は、

我が国における労働者が安全で健康に、生

産的で豊かな労働生活を確保するための最

優先課題の一つである。平成 26 年には過

労死等防止対策推進法が成立し、内外で防

止対策の取り組みが進められている。しか

しながら、業務における過重な負荷による

脳・心臓疾患は減少しておらず、業務にお

ける強い心理的負荷による精神障害は増加

の一途である。 

過労死等防止調査研究センターでは、平

成 27年度から 29年度に「過労死等の実態

解明と防止対策に関する総合的な労働安全

衛生研究（第 1期）」を実施し、１）過労

死等労災事案の解析、２）疫学研究（職域

コホート研究、現場介入研究）、３）実験

研究（長時間作業と心血管系負担、心肺体

力測定法の開発）を実施した。過労死等の

労災認定事案の分析では、業種、性別、年

齢などによる違いを明らかにし、脳・心臓

疾患と精神障害それぞれについて労働時間

を含む関連要因を解析した（Yamauchi et 

al. Ind Health 2017; Yamauchi et al. J 

Occup Environ Med 2018, Takahashi M 

2019）。また運輸業・郵便業、医療・福祉

業、教育・学習支援業など過労死等の多発

している重点 5業種を選定し、業種ごとの

特徴を提示した。勤務状況とその後の健康

との前向き関連を調べる職域コホート調査

は開始したところであり、参加事業場の拡

大、追跡調査と解析が待たれている。過重

労働の予防策を探る現場介入調査は小規模

事業場で行えたものの、病院看護師とトラ

ック運転手はこれからである。実験研究で

は、模擬長時間労働の実験を通じて労働時

間の経過に伴う心血管系の負担増が確認さ

れ（劉ら. 労働安全衛生研究 2018; Liu 

et al. 2018）、高血圧を有している者では

その傾向がより強くなることが判明した

（Ikeda et al. 2018）。こうした負担をど

のように緩和するか、また睡眠状況はどの

ように影響するかという研究的疑問に答え

ていかなければならない。また、労働時間

等のばく露とともに、労働者の体力も評価

する必要があるため、心肺持久力を簡便か
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つ安全に評価するための方法の開発に着手

した（松尾ら. 産業衛生学雑誌 2017; So 

et al. J Phys Fit Sports Med 2018）。こ

れらの手法の洗練化とともに、労働者の健

康指標との関連の解明が残されている。 

そこで、本研究では第 1期の研究に引き

続き、過労死等労災認定事案の解析、疫学

研究（職域コホート研究、現場介入研

究）、実験研究（心血管系負担と心肺体力

指標）を実施し、最終年度（平成 32年

度）には「過労死等防止チェックリスト」

を考案し、過重労働に伴う心身の健康障害

防止のための効果的な対策について提案す

る。 

具体的には、過労死等労災認定事案の解

析では、平成 27 年 4月以降の脳・心臓疾

患と精神障害の事案を収集しデータベース

を更新して、経年変化等を検証する。加え

て、労働時間以外の各種要因を精査し、そ

れぞれ管理策を提案する。第 1期の研究で

解析した重点 5業種（医療・福祉業など）

に加え、メディア及び建設業を追加解析

し、業種ごとの対策案を検討する。生活習

慣病を抱える労働者や高齢労働者、過労死

等が発生する背景等に注目し、過労死等の

リスク要因を検証する。労働時間制度や勤

務形態などを労働法学・社会学的側面から

分析する。また運輸業・郵便業は脳・心臓

疾患の過労死等が全体の三分の一を占めて

いることから、運行パターン分析による過

重労働要因等、運輸業・郵便業に特化した

解析を行う。平成 30 年度は、新たに 7年

間の過労死等データベースを構築し経年変

化等の分析、重点業種として新たにメディ

ア、建設業の分析、運輸業・郵便業におけ

る 7年間のデータを利用した業務上外の分

析、自営業者や法人の役員等を含む特別加

入者の分析、労働時間制度や勤務形態など

を労働法学・社会学的側面からの解析を行

った。 

疫学研究の職域コホート研究では、平成

29年度に実施した第三次産業の事業場の

初回調査データを詳細に分析しながら、平

成 30年度からは製造系、食品系、情報通

信系、建設系など参加事業場を拡大する。

現場介入研究では、病院看護師とトラック

運転手について睡眠のとり方に着目した疲

労回復策の有効性を明らかにするための介

入研究を関係団体と協議しながら計画し実

施する。また製造系事業場でも過重労働予

防策を明らかにする介入研究を実施する。 

実験研究では、第 1期の研究から長時間

労働に伴って心血管系に対する負担の増

大、一定時間の休憩による緩和が示された

ことを受けて、長めの休憩をどのようなタ

イミングで配置すれば効果的かを明らかに

する。また長時間労働が短時間睡眠と組み

合わさることで心身への負担は増大すると

いう仮説を検証するために、前夜の通常睡

眠と短時間睡眠との間で、翌日の模擬長時

間労働中の作業効率や疲労、抑うつなどを

比較する。いずれも平成 30年度は研究計

画の立案、研究倫理審査、予備実験等を行

い、以降の年度で本実験を実施する。心肺

体力測定法の職場応用に向けて、第 1期か

ら開発に着手した心肺体力測定法を平成

30年度ではブラッシュアップする。同年

度及び以降の年度では、開発した指標と健

康診断結果等との関連を検討し、労働現場

で導入可能な客観的な体力評価手法を確立

する。 

 
Ｂ．研究方法 
１ 過労死等事案解析 
平成 27年 4月以降の脳・心臓疾患と精神

障害の労災事案を集め、データベースを更

新して経年変化を検証するとともに、平成

30年度は次の課題に取り組む（主担当：吉

川、佐々木、菅、梅崎、高橋、池添、高見、

藤本）。 

 

図表１ 事案解析内容（平成 30 年

度）* 
区

分 

番

号 

解析テーマ 

（主担当した分担研究者） 

経

年 

1 7 年間の過労死等データベース

を開発し、経年変化の解析（佐々

木） 

重

点 

2 建設業の特徴（菅） 

3 建設業の精神障害の詳細（高橋） 

4 メディアの特徴（菅） 

特

別 

5 運輸業・郵便業の過労死等の予

測及び防止（酒井） 

6 自営業者と法人役員等（吉川） 

社

会 

7 業務上認定事案の研究（池添） 

8 記述内容の研究（高見） 
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*区分の略称は、経年：平成 22 年 4 月から

平成 29年 3月までの 7年間のデータベース

構築と経年変化、重点：過労死等が多発して

いる重点業種、特別：特に注目して平成 30

年度に解析を行った項目、社会：労働法学・

社会学的側面からの分析項目 

 
(1) 脳・心臓疾患及び精神障害の労災認

定事案の解析－7 年間（平成 22～
28 年度）の経年変化－（佐々木） 

７年間の過労死等データベース構築は、

（1）厚生労働省が「過労死等の労災補償状

況」で公表しているデータ及び調査復命書

等の提供を受け、データ整理・電子化・入力

により平成 27～28年度データベース（脳・

心臓疾患 511 件、精神障害 970件）を作成、

（2）平成 22年 1月～同 27 年 3月の調査復

命書等を全国の労働局及び労働基準監督署

から収集して作成したデータベース（脳・心

臓疾患 1,564 件、精神障害 2,000 件）と厚

生労働省が「過労死等の労災補償状況」で公

表している平成 22～26 年度のデータを突

合し、平成 22～26 年度データベース（脳・

心臓疾患 1,516 件、精神障害 2,041 件）を

作成、（3）上記(1)と(2)を結合した。平成 22

～28 年度データベースは脳・心臓疾患

2,027件、精神障害 3,011 件となった。 

 

(2) 建設業における労災認定事案の特徴

に関する研究（菅、梅崎） 
本研究では、建設業における過労死等の

労災認定事案の特徴を明らかにするために、

平成 22 年 1 月から平成 27 年 3 月の建設業

の脳・心臓疾患事案 162 件、精神障害事案

149件を分析対象とし、実態と背景要因及び

防止対策を検討した。なお、建設業の職種が

多種多様のため、１）現場監督、技術者等：

主に現場を直接指揮監督する管理・監督者

と主任技術者、管理技術者、設計者等の技術

者、２）技能労働者等：大工、とび工、土工、

塗装工、配管工等の現場作業者、３）管理職、

事務・営業職等：管理職及び総務・事務、営

業等に従事する労働者の 3 種類に分類し、

分析した。 

 

(3) 建設業における精神障害の労災認定

事案の詳細分析に関する研究（高

橋） 
本研究では、建設業における精神障害の

労災認定事案の特徴をより詳細に明らかに

するために、平成 22 年 1 月から平成 27 年

3 月の間に業務上認定された精神障害事案

合計 149件（男性 138人、女性 11人）の調

査復命書を分析した。特に、被災労働者の職

種を、①管理職、事務・営業職等（以下、管

理職等：28人）、②現場監督、技術者（以下、

現場監督等：59人）、③技能労働者等：62人

に分類して解析した。該当事案の調査復命

書に基づいて、業務による出来事をのべ 27

に分類し同定した。全例、生存例、自殺例ご

とに職種と業務による出来事との関連を調

べた。長時間労働の役割を探るために、各出

来事のうち、長時間労働、極度の長時間労

働、2週間以上の連続勤務のいずれかを伴う

割合を算出し、仕事内容・量の大きな変化、

重大な仕事上のミス、顧客・取引先からのク

レームについて、具体的な内容を職種ごと

に取り上げ特徴を抽出した。労災事故の被

害についても具体的な内容を取り上げ、災

害要因を検討した。 

 

(4) メディアにおける労災認定事案の特

徴に関する研究（菅、梅崎） 
本研究では、メディア産業における過労

死等の労災認定事案の特徴を明らかにする

ために、平成 22 年 1 月から平成 27 年 3 月

の労災認定事案のうちメディアに属する職

種であるプロデューサー、ディレクター、ア

ナウンサー、記者、メディア制作、メディア

編集、デザイナー、営業、事務職、管理職な

どを抽出し、平成 22 年 1 月から平成 27 年

3 月の脳・心臓疾患による労災認定事案 22

件及び精神障害による労災認定事案 30 件、

合計 52件を分析対象とし、実態と背景要因

及び防止対策を検討した。 

 
(5) 運輸業・郵便業における過労死

（脳・心臓疾患）の予測及び防止を

目的とした資料解析に関する研究

（酒井） 
本研究では、運輸業・郵便業における過労

死の予測及び防止という目的を達成するた

めに、平成 27 年度～平成 28 年度の脳・心

臓疾患による認定事案の調査復命書から、

運輸業・郵便業の全 193 件を抽出し、平成
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22年～26年度の認定事案（465件）の結果

と比較した。また最も件数が多いトラック

ドライバーについては、血縁のある発症者

家族の既往歴、発症前おおむね 6か月の脳・

心臓疾患の発症に関わる時間外労働以外の

要因、7時前の早朝勤務、喫煙習慣・喫煙本

数、飲酒習慣・飲酒量、発症状況、既往歴×

健診の有無×死亡・生存、脳・心臓疾患発症

時の状況、脳・心臓疾患に関わる時間外労働

時間以外の要因（不規則性、長い拘束時間、

多い出張、夜勤・交代勤務、温熱曝露、騒音

曝露、時差、緊張の有無）の発症前 6 か月

間の特徴に加えて、早朝勤務を新たに定義

し直して解析した。 

 

(6) 労災保険特別加入者における労災認

定事案の特徴に関する研究（吉川） 
本研究では、自営業者や法人の役員等の

含まれる労災保険の特別加入者の過労死等

の実態を明らかにするために、平成 22（2010）

年 4月～平成 29（2017）年 3月の 7年間に

おける労災認定事案の中から特別加入者 84

件を抽出し、記述統計を中心とした分析を

行い、特徴的な事例を典型例として整理し

た。性別、発症時年齢、生死、疾患名、業種・

職種、特別加入者の加入種類別分析、特別加

入者（就業者）100 万人当たりの発生件数、

事業場規模（労働者数）、地域、出退勤の管

理状況、就業規則の有無、賃金規程、健康診

断の有無、面接指導、既往歴、時間外労働時

間数や負荷要因、労災認定の事由や過重労

働に至った背景等を分析した。これらの特

別加入者の過労死等の実態から、自営業者、

会社役員等の過労死等防止策について検討

した。 

 

(7) 脳・心臓疾患及び精神障害に係る労

災認定事案の研究（池添） 
① 分析対象 
過労死等防止調査研究センターが保有す

る、平成 22 年 1 月から平成 27 年 3 月の間

に既決された脳心・精神の業務上認定事案

（脳心：1,564件、精神：1,369件の、計 2,933

件）及びそれら個別事案の情報を用いて分

析する。なお、精神事案は、平成 23 年 12月

に策定された「心理的負荷による精神障害

の認定基準」に基づいて業務上と認定され

た事案を分析対象とした。 

② 分析方法 

上記業務上認定事案について、性別、業種

別、職種別、発症時年代別、発症前 6 か月

の時間外労働時間数別（脳心事案。精神事案

についてはこの変数がデータベース上にな

いため、代わりに、「1か月以内に 80時間以

上の時間外労働を行った」の変数を用いた。）

により、全体の傾向把握を行った。 

そのうえで、発症時年代、業種、職種を考

慮しつつ、特に発症前 6 か月間の時間外労

働時間数が当該期間にわたって比較的多い

事例であること、また、当該事案から被災労

働者が職場において置かれている職務上の

立場、あるいは仕事の状況が比較的明確な

事例を選択して個別事案の分析を行い、労

災事故が発生した要因を試行的に検討した。 

 
(8) 精神障害の労災認定事案における記

述内容の研究（高見） 
① 分析対象 
過労死等 DB（平成 22 年 1 月から平成 27

年 3 月）を用いて抽出された精神障害事案

の労災認定事案を対象とした。平成 30年度

は、そのうち、被災者が死亡に至っていない

生存事案で、発病時年齢が 39歳以下の 428

事案（若年者事案、男性 272 件、女性 156

件）を対象とした。仕事の量や質、長時間労

働等が主要な負荷である過重労働事案を中

心に検討した。 

② 分析方法 
本研究では、調査復命書等の記述内容に

ついて質的分析を行った。同資料において

は、被災者本人の申立て・聴取等に基づく記

述のほか、勤務先の事業主、上司、同僚等の

申立て・聴取等に基づく記述、あるいは家族

（配偶者、親兄弟）や友人の聴取・申立て等

に基づく記述がある。本報告書では、上記の

検討対象に含まれる特徴的な事例について、

記述内容をもとに検討を行った。なお、分析

においては、テキスト分析に適したコンピ

ュータソフトウェア（MAXQDA）を適宜活用し、

記述のまとまりを単位とした探索的なコー

ド付けを行うなどにより、事例の特徴を描

く方法をとった。 

 

 

２ 疫学研究 
(1) 労働安全衛生総合研究所
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（JNIOSH）コホート研究 
① 調査方法 
本研究の調査は、協力企業がその従業員

に対し行っている Web 上でのストレスチェ

ック調査に、調査項目を付加する形で行わ

れた。協力企業からはストレスチェックデ

ータに加え、勤怠データや健診データが共

同研究機関である株式会社アドバンテッジ

リスクマネジメントを通じて提供された。 

第三次産業の 1 企業（以下「A 社」とい

う。）従業員のうち、研究参加に同意した従

業員の 2016 年度の健康診断情報、2016 年

度と 2017年度の勤怠データ（1か月ごと 24

か月分）、2017 年 11月に実施したストレス

チェックデータ及び労働時間や睡眠に関す

る質問紙への回答を取得した。統計解析で

は、割合の比較にはカイ二乗検定を、労働時

間の群間比較には ANCOVA や Kruskal-

Wallis 検定を用いた。 

② 調査項目 
 以下に示す項目を調査項目とし、解析を

行った。 
＜調査項目＞ 
□健診データ（2016年度実施） 

・年齢、性別、身長、体重 

・既往歴、服薬状況 

・喫煙・飲酒状況 

・血圧・血液検査情報 

□勤怠データ（2016年度・2017年度の 1か月ご

との総労働時間） 

□ストレスチェック(2017年 11月実施分) 

 ・心理的ストレス反応 

 ・ワーク・エンゲイジメント等 

□労働時間・睡眠問診票（2017年 11月実施） 

・雇用形態・職種・勤務形態 

・労働時間に関する項目（最近か月の 1 週間当

たりの労働時間等） 

・睡眠に関する項目（最近 1 か月の睡眠時間・

起床時の疲労感の頻度・仕事中の強い眠気の頻

度等） 

 

 
図表２－１ コホート研究における個

人情報取得 
 

(2) 介入研究（運輸業、保健・医療業） 
① トラックドライバーの過重労働対

策としての健康管理と運行管理に

関する研究（松元） 
調査対象者は、主に 2 泊 3 日以上の運行

に従事する長距離ドライバー28 人（宮城、

福井、鹿児島）、日帰りの地場ドライバー12

人（東京、大阪、宮城）であった。調査項目

は、調査実施前に行う項目（Ａ）、基本項目

（Ｂ）、生理指標項目（Ｃ）、の３つの調査項

目を設定した（図表２－２）。 
 
図表２－２ 調査項目 
（Ａ）調査実施前の調査項目（事前調査票） 

①参加者のプロフィール（年齢、健康状態

等） 

②ピッツバーグ睡眠質問票 

③サイコロジカルディタッチメント  

④疲労回復欲求度 

（Ｂ）基本の調査項目（疲労アプリ） 

労働安全衛生総合研究所が開発したタブ

レット端末で作動する疲労アプリを用い

て、①自覚症しらべ、②反応時間検査

（Psychomotor Vigilance Task；PVT）を

測定した。 

（Ｃ）生理指標項目 

①腕時計タイプの睡眠計（活動量計） 

②血圧 

③炎症マーカー 

調査手続きは、全日本トラック協会を通

じて、地場又は長距離の運行を行っている

事業場及び 40 歳以上の男性ドライバーに

協力を依頼した。調査は 2017 年 11 月から

12月末に行った。 

② 交代勤務看護師における睡眠マネ

ジメントの予備的検討（久保） 

調査参加者は、事前調査に回答したもの

は 911 人で、1 か月後の本調査に回答した

141人のうち、解析の対象となったのはデー

タの不備の無い 137 人で、その内訳は常日

勤が 3 人、2 交代（12 時間夜勤）が 78 人、

2交代（16時間夜勤）が 17人、3交代（8時

間夜勤）・正循環が 21人、3交代（8時間夜

勤）・逆循環が 5人、3交代（10時間夜勤）・

正循環が 3 人、夜勤専従が 3 人であった。

調査項目は調査実施前に、参加者の属性や

勤務シフト、勤務・睡眠記録、本調査では、

過去１か月間の予定として組まれたシフト

表の勤務時間、過去１か月間で実際に働い
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た勤務時間、過去１か月間で実際に睡眠を

とった時間、疲労感等のアンケート調査を

行った。 

 

３ 実験研究 
(1) 長時間労働と循環器負担のメカニズ

ム解明（劉） 
脳・心臓疾患が原因の過労死が多発する

40～60 代の男性を主な研究対象とした。実

験参加者は心臓病、糖尿病、喘息、脳卒中、

慢性腎臓病、腰痛、睡眠障害及び精神障害の

既往歴がないこと、正常な視力（矯正を含

む）を有することを参加条件とした。参加者

全員に対して事前面接を行い、安静時血圧

や健康状態などを確認し、参加条件を満た

した者のみ本実験に参加させた。本実験日

は、8:30から 22：00の間（複数の休憩を含

む）、参加者は座位姿勢で複数の簡単な VDT

作業を行い、生理反応及び主観的疲労度な

どを定期的に測定した。休憩は、昼に 60分

及び夕方に 50～60分の長めの休憩、さらに

1 時間ごとに 10～15 分の小休止を設けた。

本実験は 2 つに分けて実施し、実験１は第

1 期と同じ方法を用いて、60～64 歳の被験

者を追加し、引き続き加齢の影響を検討し

た。また、夕方の長めの休憩の配置タイミン

グについても検討した。実験 2 は長時間労

働が短時間睡眠と組み合わさることによる

心身への負担を明らかした。本実験前夜の

睡眠が 5 時間条件（短時間睡眠条件）と 7

時間条件（コントロール条件）を設け、模擬

長時間労働中の血行動態反応、作業効率や

疲労、抑うつなどを比較した。 

 

(2) 労働者の体力を簡便に測定するため

の指標開発（松尾） 
① 第 1 期で得た全データの詳細な解

析（HRmix_ver.1 の開発） 
第 1期では 30～60歳の労働者男女 122人

を対象に、WLAQ調査、JNIOSH ステップテス

ト、ウェアラブル機器測定等の被験者実験

を行い、データを収集した。第 2 期の初年

度である平成 30 年度は、まず、それらのデ

ータを詳細に分析する作業を行った。具体

的には、各測定・調査ツールから得られるデ

ータから多数のパラメータを作成し、それ

らと VO2maxとの関連の程度を検討した。続

いて、VO2maxと関連の強いパラメータを複

数選定し、VO2max推定に効果的な因子の組

み合わせを探索した（HRmix_ver.1 開発作

業）。 

② HRmix_ver.1を改良するための被

験者実験（データ収集） 

第 1 期の実験を通じて、HRmix 開発の課

題として、男女差を検討する必要があるこ

と、日常の心拍データの取得方法（ウェアラ

ブル機器の選択等）を改良する必要がある

ことなどが挙げられていた。それらを検討

するため、第 1 期と同様の被験者実験を平

成 30年度に行った。 

対象者は研究所の実験室に来室し、身体

計測、JNIOSHステップテスト、トレッドミ

ルを用いた VO2max測定、質問紙調査（WLAQ

等）を行い、測定日の翌日より約 1週間、2

種類のウェアラブル機器（活動量計と心拍

センサー）を同時に装着した。 

③ HRmix_ver.1を用いた横断研究に

向けたデータ収集 

第 2 期では被験者実験だけでなく、

HRmix_ver.1 を用いた横断研究にも取り組

むこととしており、今年度よりデータ収集

を開始した。データ収集のための測定と調

査は、研究所実験室若しくは協力企業の会

議室で行った。測定・調査項目は、身体計測、

JNIOSH ステップテスト、質問紙調査（WLAQ

等）、1年以内の健診データ（BMI、腹囲、血

圧、血糖、HbA1c、HDLコレステロール、中

性脂肪等）である。また、上述の被験者実験

と同様に、対象者は測定日の翌日より約 1

週間、2種類のウェアラブル機器（活動量計

と心拍センサー）を同時に装着した。 

 

Ｃ．研究結果 
１ 過労死等事案解析 

(1) 脳・心臓疾患及び精神障害の労災認

定事案の解析－7 年間（平成 22～
28 年度）の経年変化－（佐々木） 

脳・心臓疾患事案については、男性が 95%

超、発症時年齢は 40歳以上が 8割超、脳血

管疾患が約 6 割で心臓疾患が約 4 割、最も

多い疾患は脳内出血で約 3 割だったが年度

による顕著な差は見られなかった一方、被

災者の事業場が就業規則及び賃金規程を有

する割合、健康診断及び面接指導の実施率

は近年増加傾向であった。精神障害事案に

ついては、男性が 7 割弱、発症時年齢は男
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女とも 30～39歳で最多、自殺事案では 95%

超が男性、最も多い疾患はうつ病エピソー

ドで 4 割超だったが年度による顕著な差異

は見られなかった一方、出来事の「仕事内

容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出

来事」や「2週間以上にわたる連続勤務」「（ひ

どい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行」などが

近年増加傾向であった。 

 

(2) 建設業における労災認定事案の特徴

に関する研究（菅、梅崎） 
脳・心臓疾患の事案の全てが男性の事案

であった。建設業全体の発症時平均年齢と

死亡時平均年齢は両者とも全業種と大差は

見られなかった。しかし、職種別に見ると、

全業種と比べ発症時平均年齢は技能労働者

等では 60歳代の事案の割合が高く、死亡時

平均年齢は現場監督、技術者等では 20歳代、

技能労働者等では 60 歳代の事案の割合が

全業種より高かった。また、疾患別に見る

と、脳疾患と心臓疾患の割合は同程度であ

ったが、心臓疾患の割合は全業種よりも高

い数値であった。さらに、認定要因が最も多

かったのは長期間の過重業務であり、時間

外労働時間数は発症前 1 か月～4 か月に平

均 80時間を超えていた。負荷要因は労働時

間のほかに拘束時間の長い勤務と精神的緊

張を伴う業務が多く見られたが、技能労働

者等では作業環境による負荷が他の職種と

比べ多かった。 

精神疾患の事案については、男性の事案

が約 9 割を占めていた。建設業全体の発症

時平均年齢は全業種と比べ高く、特に 50歳

代の事案の割合が目立った。死亡時平均年

齢も全業種より高く、60歳代の事案の割合

が高かった。業務による心理的負荷を見る

と、長時間労働に関わる事案の割合が高く、

次いで事故や災害の体験、仕事の失敗や過

重な責任の順で認められた。職種別に見る

と、全業種と比べ現場監督、技術者等では仕

事の失敗や過重な責任が、技能労働者等は

事故や災害の体験が事案として多かった。

また、業務による心理的負荷から発症した

疾患を見ると、うつ病エピソードが最も多

く、次いで適応障害、心的外傷後ストレス障

害の順に続いた。特に、現場監督、技術者等

ではうつ病エピソード、技能労働者等では

心的外傷後ストレス障害の事案の割合が全

業種と比べ高かった。 

 

(3) 建設業における精神障害の労災認定

事案の詳細分析に関する研究（高

橋） 
男性は生存 54.4%、自殺死亡 34.9%（未遂

を含むと 36.2%）、自殺以外死亡 2.0%で、職

種ごとの自殺死亡割合は管理職等 42.9%、現

場監督等 50.8%であった。女性は全例が生存

であった（7.4%）。業務による出来事として、

長時間労働 28.9%、労災事故の被害 24.2%、

仕事内容・量の大きな変化 18.1%が上位 3位

を占めた。生存例における最多の出来事は

労災事故の被害 35.9%で、技能労働者等では

60.4%に及んだ。自殺例においては長時間労

働が最多で 51.9%に上り、どの職種も一貫し

て多かった。長時間労働や連続勤務を高率

に伴った出来事は、仕事内容・量の大きな変

化、重大な仕事上のミス、顧客・取引先から

のクレームであった。仕事内容・量の大きな

変化の内容を検証すると、管理職等では前

任者や上司の休職に伴う残務処理、前任者

からの引継不全、現場監督等では対応困難

な現場、新たな業務、未経験の業務、頻繁な

設計変更を経験していた。長時間労働や連

続勤務を高率に伴った仕事内容・量の大き

な変化、重大な仕事上のミス、顧客・取引先

からのクレームがあった事案はいずれも大

半が F32 (うつ病エピソード)と診断され、

自殺による死亡も多かった。精神障害認定

事案とよく関連した労災事故の被害の内容

を調べると、足場など高所からの墜落・転落

が最も多く、次いで重機、化学物質、過去の

労災などに伴うことが認められた。 

 

(4) メディアにおける労災認定事案の特

徴に関する研究（菅、梅崎） 
脳・心臓疾患の事案では、発症時平均年齢

と死亡時平均年齢がともに全業種よりも低

かった。発症時年齢は 30歳代の事案が目立

った。発症前 6 か月間の時間外労働時間数

の平均時間は、全業種と大差はなかった。た

だし、労働時間以外の要因は、不規則な勤

務、拘束時間の長い勤務、出張の多い業務が

多かった。また、本人の申告による出退勤の

管理が他業種と比較して多かった。 

精神障害の事案では、発症時平均年齢と

死亡時平均年齢は全業種よりも低く、自殺
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事案は全て 20歳代であった。特別な出来事

のうち極度の長時間労働と恒常的な長時間

労働の事案が多く、具体的出来事では長時

間労働に関する出来事が全業種よりも高い

割合であった。また、上司や同僚とのトラブ

ルの事案も多かった。 

脳・心臓疾患と精神障害の事案の両者に

おいて、他の業種よりも際立って若年齢層

で疾患を発症しており、死に至ることもあ

った。また、長時間労働による過重負荷や対

人関係の問題も浮かび上がった。 

 
(5) 運輸業・郵便業における過労死

（脳・心臓疾患）の予測及び防止を

目的とした資料解析に関する研究

（酒井） 
研究の結果、①安全管理者の選任が義務

づけられている 50 人以上の事業場への保

健指導の必要性、②50 歳代、雇用から 2年

未満、15年以上、脳・心臓疾患の家族既往

歴を有する者、喫煙、飲酒習慣のある者とい

った対象ドライバーを限定した健康管理・

指導の必要性、③長い拘束時間、不規則な勤

務、交代・深夜勤務に加えて早朝勤務、とり

わけ 4 時台始業、5 時台始業の早朝勤務日

数の削減、荷扱い時の対策の必要性が示唆

された。 

 

(6) 労災保険特別加入者における労災認

定事案の特徴に関する研究（吉川） 
特別加入事案の過労死等は、脳・心臓疾患

2,027件のうち 64件（3.2%）、精神障害 3,011

件のうち 20 件 (0.7%)で、事案総数の

1.7%(84/5,038)を占めた。特別加入種類別

では中小事業主等（第一種）51件(60.7%)、

一人親方等（第二種）27件（32.1％）、特定

作業従事者（第二種）6件（7.1%）であった。

特別加入者 100 万人当たりの発生率は労災

認定事案に比して高くなかった。事案の約 8

割は労働者が 9 人以下の小規模事業場で、

出退勤の管理がない、就業規則がない、健康

診断受診率が低い等の特徴があった。業種

は建設業が約半数で、卸売業・小売業、その

他のサービス業、宿泊・飲食サービス業、農

業・林業・漁業の順に多かった。 

自営業者、役員の過重労働の背景には、①

小売、宿泊・飲食店等や農業・漁業のように、

連日業務、顧客相手、繁忙期有、人手不足等

の業務特性により労働時間の裁量性が制限

される働き方と、②建設業に代表される個

人請負就労者としての一人親方、専門性を

活かした個人事業主や小企業の役員がサプ

ライチェーンに組み込まれ、雇用類似の働

き方によって労働時間の裁量性が制限され

過重労働となる働き方があった。 

 

(7) 脳・心臓疾患及び精神障害に係る労

災認定事案の研究（池添） 
業務上事案 2,933 件における、定量的観

察した結果では、性別、発症時年代別、業種

別、職種別等のクロス集計結果のそれぞれ

の定量的特徴が整理された。また、発症時年

代別・発症前時間外労働時間数、業種別・発

症前時間外労働時間数、職種別・発症前時間

外労働時間数、発症時年代別・業種別・職種

別・1か月 80時間以上の時間外労働の有無

から特徴を記述した。 

今年度の研究では、個別事案研究として

脳・心臓疾患事案の 10事例を社会学的視点

から検討した。事例の選択に当たっては、先

に述べた定量的観察の傾向を踏まえつつ、

特に時間外労働時間数の多い事例を中心に

選択した。その結果、検討に当たって整理し

た項目は、1) 属性・疾病、2) 仕事内容・

事実関係、3) 職場構造・職場での位置づけ、

4) 勤務形態（正規・非正規、労働時間制度）、

5) 労働時間管理の方法、6) 発症前 6か月

各月の時間外労働時間数、7) 協定時間と実

時間の状況、8) 過半数労組の有無、9) 既

往歴（健康診断結果）、であった。 

 

(8) 精神障害の労災認定事案における記

述内容の研究（高見） 
分析の結果、被災者の業務負荷や職場の

状況については、分析事案の中でいくつか

の共通性が見出された。そのひとつの形は、

過酷な労働環境と適応困難に焦点があるケ

ースである。勤続年数が短い初期キャリア

の事案が多く含まれ、仕事の忙しさや睡眠

不足等による体力的な問題、仕事のリズム

への適応の難しさが多く指摘される。こう

したケースでは、職場において、多忙な働き

方や被災者の業務負荷への問題意識が薄い

場合も見られる。次に、被災者が業務の責任

やノルマを強く意識していたことに負荷の

焦点がある事例もあるが、こうしたケース
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について、職場の上司・同僚の認識を見る

と、業務責任・達成義務の強さよりも、被災

者の性格特性（責任感が強い等）に起因する

部分が大きいとされる場合もある。さらに

は、勤め先である程度キャリアを重ねた事

例を中心に、被災者の精神障害発病を機に、

被災者が担っていた業務負担の重さ・困難

性について、職場でも問題だったとして再

認識されたケースが見られる。なお、精神障

害発病に関わる体調変化については、多く

の場合、不眠・睡眠不足をはじめ、頭痛、食

欲不振、集中力低下等として、被災者におい

ては医療機関の受診以前から異変が認識さ

れ、遅刻や欠勤等として行動面に現れてい

た場合もある。一方、職場の上司・同僚にお

いては、それが精神障害発病に関わる異変

として受け止められていなかったことも多

く、認識に相違がある。 

 

２ 疫学研究 
(1) 労働安全衛生総合研究所

（JNIOSH）コホート研究 
今年度は、研究参加に同意した A 社社員

6,806人の勤怠データ、健診データ、ストレ

スチェックデータ、労働時間や睡眠に関す

る質問紙への回答を取得することができた。

それらのデータを横断的に検討した結果、

労働時間が長いほど、健診数値（BMI、 血圧、

LDLコレステロール）や心理的ストレス反応、

起床時の疲労感、昼間の強い眠気などが悪

化する傾向にあることが示唆された。また、

勤怠データによる労働時間（企業が管理す

る数値）と質問紙調査による労働時間（労働

者個人の認識）の一致度を分析した結果、労

働時間が長くなるほど一致度は低くなり、

過少申告する傾向が見られた。 

 

(2) 介入研究（運輸業、保健・医療業）

（松元、久保） 
① トラックドライバーの過重労働対

策としての健康管理と運行管理に

関する研究（松元） 
調査協力が得られた地場 11 人と長距離

26人の測定結果より、地場運行では拘束時

間は短いものの、勤務間インターバルが短

く、出庫時刻が早く、勤務日と休日の平均睡

眠時間がそれぞれ 7 時間未満であり、この

ような労働条件下での短時間睡眠が疲労、

眠気を増大させることが示された。また、高

血圧者では短時間睡眠に対する脆弱性があ

ることが考えられた。 

 

② 交代勤務看護師における睡眠マネ

ジメントの予備的検討（久保） 

主な結果は、１）睡眠時間が短い勤務シフ

トは 3交代（8時間夜勤）・逆循環、夜勤専

従、2 交代（12 時間夜勤）であったこと、

２）精神的健康度が悪かったのは 3交代（10

時間夜勤）・正循環、3交代（8時間夜勤）・

逆循環であったこと、３）有意差は示されな

かったが、睡眠時間と精神的健康度に負の

相関関係がうかがわれたことの 3 点に要約

できる。しかし、本研究は統計的検定に耐え

得るだけの回答者数が集まらなかった勤務

シフトもあるので、今後、回答者数を増やし

て更なる調査を行うことが求められる。 

 
３ 実験研究 

(1) 長時間労働と循環器負担のメカニズ

ム解明（劉） 
① 第 1 期研究成果の公表 

今年度は、第 1 期の研究成果を国内外の学

術誌に複数の査読付き論文として公表した。

具体的に、国内誌（和文）1編、国際誌（英

文）2編が掲載された。主な研究成果は下記

の通りである。 

【主な成果】長時間労働時の血行動態反応

には個人差が存在する。 

【主な成果】長めの休憩（50分以上）には

過剰な血行動態反応を抑制する効果が認め

られ、やむを得ず長時間労働を行わなけれ

ばならない場合は、複数の長めの休憩の確

保が望ましいことが示された。 

【主な成果】長時間労働は心血管系の負担

を増大し、特に安静時血圧が高めの者の負

担が大きいことが示された。 

 

② 第 2 期研究の進捗状況 
今年度は、実験 1 と実験 2 は研究倫理審

査、実験準備を行った。また、実験 2では、

早押し課題(psychomotor vigilance task)

と反応・無反応課題(Go/NoGo task)を追加

した。早押し課題は、画面の中央にランダム

な間隔で出現する赤色のデジタルカウンタ

ーに対し、できるだけ早くエンターキーを

押す課題である。早押し課題は、睡眠短縮や
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断眠による客観的な眠気の変化に鋭敏であ

るため (Basner and Dinges, 2011)、睡眠

短縮を行う研究でよく用いられる課題であ

る。実験 2 では、客観的な眠気の変化も検

討するため本課題を実施することとした。

反応・無反応課題は、画面の中央に約 1 秒

間隔で表示されるアルファベット（A、B、C

など）に対し、できるだけ早くエンターキー

を押す課題であるが、「V」のアルファベット

が出た場合のみは反応してはいけない。反

応・無反応課題は、行動抑制機能を実験的に

検討するための課題である。実験 2 では、

長時間労働及び睡眠短縮により抑制機能が

変化するかを検討するために本課題を実施

することとした。今年度は、これらの課題を

新たに作成し、実験プロトコール精査のた

めの予備実験を行った。来年度は本実験を

行う予定である。 

 
(2) 労働者の体力を簡便に測定するため

の指標開発（松尾） 
① 第 1期で得た全データの詳細な解

析（HRmix_ver.1 の開発） 

 分析の結果、性別、年齢、体格（BMI）の

他に、WLAQから得られるデータを用いて作

成した 1 パラメータ、活動量計（ウェアラ

ブル機器）から得られるデータを用いて作

成した 1パラメータ、JNIOSH ステップテス

トから得られるデータを用いて作成した 1

パラメータを組み合わせて作成した

“HRmix_ver.1”を考案した。現在、実験内

容の詳細を記述した論文を研究誌に投稿中

である。専門家による学術的な審査を経て、

論文が受理された段階で、HRmix_ver.1の開

発完了とする予定である。 

② HRmix_ver.1を改良するための被

験者実験（データ収集） 

 今年度中に、30～60歳の労働者男女 80人

（男性 39 人、女性 41 人）のデータを取得

できる見込みである。データ分析（特にウェ

アラブル機器データの処理）に時間を要す

るため、今年度は被検者実験によるデータ

収集のみを行い、データ処理及び分析作業

は次年度以降に行う。 

③ HRmix_ver.1を用いた横断研究に

向けたデータ収集 

今年度中に、30～60 歳の労働者男女 146

人（男性 70 人、女性 76 人）のデータを取

得できる見込みである。HRmixによる CRF値

と健診データとの関係を横断的に検討する

ためには、多人数のデータが必要となる。第

2 期 3 年間で、計 1,000 人程のデータ収集

を目標にしている。 

横断研究を進めるに当たっては、参加者

をいかに募るかが重要課題となる。本研究

の進め方としては、被験者を個別に募るだ

けでなく、協力企業を募り、その従業員を対

象とした測定を行う方法が効率的である。

協力企業を募る場合は、企業及びその従業

員が本研究に参加する意義や利点を示す必

要がある。そこで、本研究では、横断研究に

参加した対象者が自身の体力や身体活動の

状況を客観的データとして把握でき、それ

を自身の健康増進に役立てられるよう、個

別分析結果（CRF評価、身体活動状況の評価）

を返却することとし、本年度はそのための

システム構築に取り組んだ。 

 
Ｄ．考察 

１ 過労死等事案解析 
(1) 脳・心臓疾患及び精神障害の労災認

定事案の解析－7年間（平成 22～28

年度）の経年変化－（佐々木） 
本研究では、平成 22～28年度の 7年間の

脳・心臓疾患及び精神障害の業務上事案に

ついて、その経年変化を検討した。性、年齢、

業種等は毎年度「過労死等の労災補償状況」

で公表されており必ずしも新規性のあるデ

ータとはいえないものの、7年間分を時系列

にまとめた点に価値があると考える。また、

脳・心臓疾患事案では規則・規程や健康管理

の状況、精神障害事案では出来事（業務によ

る心理的負荷）、同事案の ICD-10 に基づい

た被災時の疾患名については調査復命書か

らデータベース化しなければならずこれま

で詳細な発表はされていなかった。脳・心臓

疾患事案、精神障害事案、事案データベース

の課題について考察した。7年間のデータベ

ースの開発、及び 7 年間の経年変化の解析

から、今後の過労死等防止対策のさらなる

推進及び対策の評価を進めるうえで、継続

的かつ詳細な業務上事案のモニタリングは

重要である。 

 

(2) 建設業における労災認定事案の特徴
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に関する研究（菅、梅崎） 
本研究では、建設業における脳・心臓疾患

と精神障害による労災認定事案の実態と背

景要因及び防止対策を検討した。 
分析結果より、建設業では脳・心臓疾患と

精神障害の労災認定事案の両者で、長時間

労働、事故や災害の体験、発注者や元請け側

との関係性、対人関係の問題が主な負荷要

因として考えられる。建設業に従事する労

働者にとって、現在提案されている長時間

労働対策とともに、労働災害、発注者や元請

け側からの無理な業務依頼、対人関係への

配慮に対する対策強化が重要と考えられる。

また、現場監督、技術者等や管理職、事務・

営業職等の職種によって異なる業務による

過重労働の負荷が挙げられるため、建設業

内でも職種別に考慮した対策が必要である。 
  

(3) 建設業における精神障害の労災認定

事案の詳細分析に関する研究（高

橋） 
建設業における精神障害の労災認定事案

の詳細分析から、建設工事の個々の過程を

見直して労働時間の著しい延長を避けると

ともに、建設安全をそれぞれの現場で確実

に保証することが本業種で働く労働者の精

神障害を予防するのに有効と考えられた。 

 

(4) メディアにおける労災認定事案の特

徴に関する研究（菅、梅崎） 
本研究では、メディアにおける脳・心臓疾

患と精神障害による労災認定事案の実態と

背景要因及び防止対策を検討した。 

分析結果より、脳・心臓疾患と精神障害の

労災認定事案の両者で、現在提案されてい

る長時間労働対策以外にも、若年労働者の

過重労働や対人関係、発注者側からの無理

な業務依頼に対する対策が重要と考えられ

る。今後、予防策として、メディアについて

は、現在提案されている長時間労働対策と

ともに、若年労働者の過重労働や対人関係

に関する問題、発注者側からの無理な業務

依頼に着目した過重労働を未然に防止する

ための取組が重要であると考えられる。 

 
(5) 運輸業・郵便業における過労死

（脳・心臓疾患）の予測及び防止を

目的とした資料解析に関する研究

（酒井） 
研究の結果、①安全管理者の選任が義務

づけられている 50 人以上の事業場への保

健指導の必要性、②50歳代、雇用から 2年

未満、15年以上、脳・心臓疾患の家族既往

歴を有する者、喫煙、飲酒習慣のある者とい

った対象ドライバーを限定した健康管理・

指導の必要性、③長い拘束時間、不規則な勤

務、交代・深夜勤務に加えて早朝勤務、とり

わけ 4 時台始業、5 時台始業の早朝勤務日

数の削減、荷扱い時の対策の必要性が示唆

された。なお、トラックでは、発症月、発症

曜日、発症時刻と発症との関係を明らかに

すること、タクシー、バスへの対策提案が課

題として残ったが、今後データベースを充

実させることによってこれらは改善できる

ものと考えられる。 

 
(6) 労災保険特別加入者における労災認

定事案の特徴に関する研究（吉川） 
自営業者、役員等の過労死等の防止のた

めには、業種や事業場規模の特性に合わせ

た安全健康支援が必要であり、①サプライ

チェーンにおける包括的安全衛生管理の促

進、②行政、商工会議所や業種別の事業場組

合、地域保健サービス、産業保健サービス提

供機関等による多層支援、③事業場の経営

支援と人員不足対策、④健康増進と健康管

理や職業上の健康障害リスクへの対応を含

めた教育・研修機会の提供等を行う必要が

ある。自営業者、法人の役員等は労働基準法

の労働者には該当しないが、今後増加が見

込まれる雇用類似の働き方をしている就業

者の保護の視点から、過労死等防止の取組

が期待される。 

 

(7) 脳・心臓疾患及び精神障害に係る労

災認定事案の研究（池添） 
定量的検討からは、発症時年代別、業種

別、職種別で特に検討すべきカテゴリが示

された。今後の調査研究においては、それら

カテゴリについて傾注してより子細に調査

分析すべきことが示唆された。また、政策・

施策を検討するに際し、発症時年代別、業種

別、職種別の傾向に留意することが、効果的

な対策につながりうると考えられた。定性

的検討からは、①時間外労働（長時間労働）

の削減とともに、不規則な勤務形態の是正
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を企図した工夫を検討すること、②職場に

おける職位・職責に伴う過重労働を軽減す

る方策を検討すること、③労働者本人の性

格や気質を考慮した日常的な労務管理上の

工夫の検討を行うこと、④日々の勤務時間

管理の方法について、客観的な記録方法の

導入・利用を促進し、また、日々の労働時間

や休日労働など実態を反映しうる自己申告

制の在り方を検討すること、⑤36協定にお

ける協定時間と実労働時間との乖離を小さ

くする方策を検討するとともに、36協定の

実効性を高める工夫を検討することが示唆

された。 

 
(8) 精神障害の労災認定事案における記

述内容の研究（高見） 
精神障害の労災認定事案を対象とし、調

査復命書等の記述内容の質的分析を行った

結果、被災者の業務負荷や職場の状況につ

いては、分析事案の中でいくつかの共通性

が見出された。これらの共通性から、被災者

と周囲相互の認識を照らし合わせることで、

精神障害を生じさせうる業務負荷や職場の

状況を浮き彫りにすることができる。企業

の常識や業界の慣例にとらわれず、労働環

境の改善、職場風土の見直しが求められる。 

 

２ 疫学研究 
(1) 労働安全衛生総合研究所

（JNIOSH）コホート研究 
本研究では、A社 6,806人の勤怠データ、

健診データ、ストレスチェックデータ、質問

紙データから、主に労働時間に関わる分析

を試みた。その結果、労働時間が長いほど、

健診数値（BMI、血圧、LDLコレステロール）

や心理的ストレス反応、起床時の疲労感、昼

間の強い眠気などが悪化する傾向が示され

た。一方、ワーク・エンゲイジメントに関し

ては、労働時間 41-50 時間群を底値とした

U字型分布が示され、長時間労働がワーク・

エンゲイジメントを必ずしも低下させる要

因ではないことが示唆された。 

コホート研究における「労働時間」は労働者

自身の自己申告（質問紙による個人評価）で

評価される場合が多い。本研究では、労働時

間を質問紙だけでなく、企業が保有する労

務データからも評価し、両者の一致度を算

出した。その結果、労働者個人の主観的な労

働時間と企業が管理している労働時間の一

致度は必ずしも高くなく、特に労働時間が

長い場合に低くなる傾向、すなわち、自己申

告では労働時間が過少評価される傾向が認

められた。企業管理の労働時間が実態を完

全に反映するとは限らないため、この結果

の解釈には注意を要する。とは言え、労働時

間に関する疫学研究の大半は自己申告によ

る労働時間を用いている。その意味で、質問

紙データだけでなく企業管理データからも

労働時間を今回評価できた意義は高い。今

後、別な事業場の従業員を対象に検討を深

める。 

なお A 社については 2 回目の各種データ

が到着する予定である。 A社以外では、建

設業 2社、運輸業 1社、サービス業 1社（の

べ 20,000人規模）、1自治体（1,800人規模）

が参加し、サービス業 1 社を除いて、初回

調査が行われている。 

 

(2) 介入研究（運輸業、保健・医療業）

（松元、久保） 
① トラックドライバーの過重労働対

策としての健康管理と運行管理に

関する研究（松元） 

地場及び長距離トラックドライバーを対

象として約 2 週間の勤務ごとの睡眠と疲

労・血圧の変化を調べた。7時間以上の勤務

前睡眠の疲労回復効果、高血圧者における

睡眠確保の血圧値上昇抑制効果の 2 点につ

いて検討した。 

１）7時間以上の勤務前睡眠の疲労回復効果 

 長距離は勤務日の睡眠時間が 7 時間未満

と短くても出庫時の疲労と眠気は地場に比

べて抑えられている様子が見られた。これ

は、勤務日の睡眠時間が 7 時間未満でも出

庫時刻が遅く休日の睡眠時間が確保されて

いたためと考えられた。運行中の睡眠時間

は 4 時間程度と短かったことから帰庫時の

疲労と眠気が出庫時よりも上昇したものと

考えられたが、大きな変化は見られなかっ

た。それに対して、地場では勤務日の睡眠時

間が 7 時間未満では出庫時から帰庫時まで

の疲労と眠気は、7時間以上に比して高いま

ま推移した。地場では測定点間での疲労と

眠気の差がほとんど見られなかったことか

ら運行の負担よりも勤務前の睡眠の確保が

大きく影響することがうかがえた。 
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２）高血圧者における睡眠確保の血圧値上

昇抑制効果 

 勤務日の睡眠時間の影響は血圧値にも示

されており、高血圧の既往歴のある群では

睡眠時間が 7 時間未満で収縮期血圧と拡張

期血圧ともに出庫時から帰庫時まで高いま

ま推移した。高血圧の既往歴のない群では

睡眠時間により血圧値に差は見られなかっ

たが、収縮期血圧のみ睡眠時間が 7 時間以

上では 7 時間未満よりも出庫時から帰庫時

に向かい低下する様子が見られた。これら

の結果からは、高血圧者では短時間睡眠に

対する脆弱性があることが考えられた。 

地場運行の勤務前と休日、長距離運行の

休息時は短時間睡眠になりやすいことから、

トラックドライバーの疲労対策として運行

途中の休憩・休息の影響についてさらに検

討する必要がある。 

 

② 交代勤務看護師における睡眠マネ

ジメントの予備的検討（久保） 

本研究では交代勤務看護師の睡眠マネジ

メントを念頭に、代表的な勤務シフトで働

く看護師を対象に Web 調査を実施した。そ

の主な結果は、１）睡眠時間が短い勤務シフ

トは 3交代（8時間夜勤）・逆循環、夜勤専

従、2 交代（12 時間夜勤）であったこと、

２）精神的健康度が悪かったのは 3交代（10

時間夜勤）・正循環、3交代（8時間夜勤）・

逆循環であったこと、３）有意差は示されな

かったが、睡眠時間と精神的健康度に負の

相関関係がうかがわれたことの 3 点に要約

できる。 

本研究は統計的検定に耐え得るだけの回

答者数が集まらなかった勤務シフトもある

ので断定的なことには言及できないが、今

後の調査の計画に有用な情報が得られたと

考えられる。１つは、交代勤務という１つの

カテゴリーでも、その実態は勤務シフトに

よって大きく異なることがわかったことで

ある。とりわけ、睡眠時間の取得状況も、勤

務シフトによって大きく影響されていたこ

とは、今後行う予定の交代勤務看護師の睡

眠マネジメント研究に大いに役立つ情報で

ある。また、統計的な有意性は示されなかっ

たものの、睡眠時間の長さと精神的健康度

の間に負の相関関係がうかがわれた点は、

今後、N数を増やして検証する価値がある知

見だと思われる。つまり、交代勤務看護師が

十分に疲労回復に適した夜間の睡眠をとれ

るように勤務シフトスケジュールを配慮す

ることで、交代勤務看護師の精神的健康度

を向上できるかもしれないという仮説が成

り立つからである。また、今回の報告ではデ

ータの解析途中で掲載できなかったが、本

調査では約 1 か月間の勤務間インターバル

や睡眠取得の状況も合わせて測定している。

今回の解析では PSQI の調査票に記録され

た日勤後の睡眠時間のみを取り上げたが、

上述したリサーチ・クエスチョン３であげ

た 1 か月間の中で何回程度、夜間睡眠をと

ることが安全や健康に適しているのかの予

備的検討も可能である。 

 
３ 実験研究 

(1) 長時間労働と循環器負担のメカニズ

ム解明（劉） 
第 1 期研究の結果は、長時間労働は心血

管系の負担を増大し、特に安静時血圧が高

めの者の負担が大きいことが示された。こ

の血圧上昇は概日周期の変化ではなく、長

時間労働によるものであると考えられ、心

血管系の負担を増大し、特に高血圧を伴う

者に、強い循環器負担が生じる可能性を示

唆している。しかし、第 1 期の研究では、

50～60代の労働者のデータが少なく、加齢

の影響に関しては不明な点が多い。第 2 期

研究では、主に 50～60代の対象者を追加し、

加齢の影響を引き続き検討する。 

一方、第 1期研究では、50分以上の休憩

は心血管系の過剰反応を抑制する効果が認

められた。労働基準法では、休憩の回数とタ

イミングなどに関する具体的な規定はなく、

夕方以降の時間外労働の場合は休憩せずに

作業し続けることも予想される。その結果、

長時間労働による循環器系への負担が蓄積

しやすいと考えられる。第 2期の研究では、

特に時間外労働の多い夕方以降に長めの休

憩を配置するタイミングを具体的に検討す

る。さらに、心身の疲労を回復するために、

睡眠の確保は必要不可欠である。しかし、長

時間労働時には短時間睡眠になりやすく、

疲労回復が不十分であることが懸念される。

このことから、第 2 期研究では、長時間労

働と短時間睡眠の交互作用を明らかにし、

短時間睡眠後の長時間労働時における循環
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器負担をさらに解明する。 

これらの研究結果を踏まえて、やむを得

ず長時間労働しなければならない場合、勤

務中の休憩や勤務前の睡眠を確保するなど、

循環器系の負担を減らすための対策の提案

が可能となる。 

 
(2) 労働者の体力を簡便に測定するため

の指標開発（松尾） 
今年度に取り組んだ重要な作業は、第 1

期 の 被 験 者 実 験 で 得 た デ ー タ を

HRmix_ver.1 開発に向けて詳細に分析する

作業であった。その結果、HRmix_ver.1の候

補となる測定・調査方法を考案し、その詳細

についてまとめた論文を現在、研究誌に投

稿している。審査員との議論を経て、測定・

分析方法に関するコンセンサスが得られた

段階で、HRmix_ver.1の開発完了としたい。

審査員の指摘により HRmix_ver.1 の内容を

変更する場合があるため、本稿では、以下に

その概要のみを記す。 

HRmix_ver.1（候補）は、性別、年齢、

BMI、WLAQ から作成したパラメータ、活動量

計（ウェアラブル機器）から作成したパラメ

ータ、JNIOSH ステップテスト（体力測定）

から作成したパラメータを組み合わせた

CRF評価法である。その組み合わせは、測定・

調査が容易な順に 3 段階あり、①性別、年

齢、BMI、WLAQを組み合わせたモデル、②そ

こに活動量計測定を組み合わせたモデル、

③さらに体力測定を組み合わせたモデルで

ある。CRF 評価としての妥当性（VO2max と

の相関の強さ）は①、②、③の順に高まるが、

測定・調査の負担は同順で増す。 

今年度は、横断研究の一環として企業の

会議室等に出向き、その企業の従業員を対

象に、体力測定を含めたモデル（③）での測

定・調査を試みた。JNIOSHステップテスト

は一人当たりの測定時間は 5 分程であり、

複数名が同時に実施できる。測定会場には

運動実践に伴う和やかな雰囲気が生まれる

こともあり、特に健康経営を目指す企業に

は JNIOSH ステップテストによる体力測定

会は好評であった。しかし、企業内担当者に

は、参加者の時間調整や個別分析結果資料

の配布作業など、相応の負担が生じた。本研

究で行う横断研究では、今後はさらに大人

数の測定が必要となることを考えると、企

業担当者の負担軽減は必須である。その対

策として、HRmix改良研究（実験研究）では、

HRmix_ver.1 のさらなる簡略化を目指す実

験を計画しており、実務面では、評価方法の

マニュアル化や個別分析結果返却時のウェ

ブ活用システムの構築などを進めている。 

これまでの研究から得られたその他の課

題として、ウェアラブル機器データの処理

方法が挙げられる。最近はウェアラブル機

器の機能が向上し、対象者の日常の身体活

動状況に関するデータを細かく、正確に収

集できるようになった。しかし、そのデータ

は 1 分単位や 1 秒単位で収集されるため、

1 被験者の 1 週間分のデータ数は膨大とな

る。特に、本研究のようにデータマイニング

的な分析を必要とする研究では、データの

加工・分析作業が極めて重要となる。この作

業を全て手作業で行うには限界があるため、

現在、データ処理作業の効率化（専用プログ

ラム開発等）を進めている。 

 
Ｅ．結論 
 過労死等の実態解明と防止対策に関する

総合的な労働安全衛生研究として、医学・保

健面より、（１）過労死等事案の解析、（２）

疫学研究（労働安全衛生研究所コホート研

究、現場介入研究）、（３）実験研究（循環器

負担のメカニズム解明、過労死関連指標と

体力指標の開発）を行った。その結果、それ

ぞれ以下の結論を得た。 
 
１ 過労死等事案解析 

(1) 脳・心臓疾患及び精神障害の労災認

定事案の解析－7年間（平成 22～28

年度）の経年変化－（佐々木） 
平成 22～28年度の 7年間の脳・心臓疾患

及び精神障害の業務上事案についてのデー

タベースを構築し、性・年齢、疾患名、業種、

健康管理状況等及び出来事別の推移につい

て報告した。両事案とも性・年齢、疾患名、

業種といった項目には年度間で顕著な相違

は見られなかった。一方、脳・心臓疾患事案

では、被災者の事業場が就業規則及び賃金

規程を有する割合、健康診断及び面接指導

の実施率が近年増加傾向、また、精神障害事

案では出来事（業務による心理的負荷）の

「仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じ

させる出来事」や「2週間以上にわたる連続
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勤務」「（ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴

行」などが近年増加傾向にあることがうか

がえた。今後の過労死等防止対策の推進の

方向性を定め、更にその対策を評価する指

標としても、継続的かつ詳細な業務上事案

のモニタリングは重要である。 

 

(2) 建設業における労災認定事案の特徴

に関する研究（菅、梅崎） 
本研究の結果、建設業の過重労働の実態

と背景要因の一端が明らかとなった。全業

種と比べ、脳・心臓疾患の事案では発症平均

年齢と死亡時平均年齢の両者で大差は見ら

れなかったが、職種別に見ると死亡時平均

年齢が顕著に異なっていた。精神障害の事

案では発症時平均年齢と死亡時平均年齢は

ともに 60歳代で顕著であった。また、脳・

心臓疾患と精神障害の両者で業務に関わる

事故や災害の体験と長時間労働の実態が認

められた。 
これらの結果から、建設業については、長

時間労働、労働災害、発注者や元請け側から

の無理な業務依頼、対人関係の問題に対す

る対策の強化が必要と考えられる。また、現

場監督、技術者等や技能労働者等、管理職、

事務・営業職等の職種によって異なる業務

による過重労働の負荷が生じており、建設

業内でも職種別に考慮した対策が重要であ

ると考えられる。 
 

(3) 建設業における精神障害の労災認定

事案の詳細分析に関する研究（高

橋） 
建設業における精神障害の労災認定事案

では、男性は生存 54.4%、自殺死亡 34.9%（未

遂を含むと 36.2%）、自殺以外死亡 2.0%で、

職種ごとの自殺死亡割合は管理職等 42.9%、

現場監督等 50.8%と高値となった。女性は全

例が生存で、全体の 7.4%であった。業務に

よる出来事は、長時間労働、労災事故の被

害、仕事内容・量の大きな変化が上位 3 位

を占めた。生存例における最多の出来事は

労災事故の被害で、技能労働者等では特に

著しかった。自殺例においては、どの職種も

一貫して長時間労働が最多の出来事であっ

た。長時間労働や連続勤務を高率に伴った

出来事は、仕事内容・量の大きな変化、重大

な仕事上のミス、顧客・取引先からのクレー

ムであった。仕事内容・量の大きな変化とし

ては、関係者の休職に伴う残務処理、前任者

からの引継不全、対応困難な現場、新たな・

未経験の業務、頻繁な設計変更などが含ま

れた。これらの出来事のあった事案ではい

ずれも大半が F32 (うつ病エピソード)と診

断され、自殺死亡も多かった。労災事故の被

害として、足場など高所からの墜落・転落が

最も多く、次いで重機、化学物質、過去の労

災などの関連があった。 

以上の結果から、建設工事の個々の過程

を見直して労働時間の過剰な延長を避ける

とともに、建設安全の確保が本業種で働く

労働者の精神障害を予防するのに有効と考

えられた。 

 

(4) メディアにおける労災認定事案の特

徴に関する研究（菅、梅崎） 
本研究の結果、メディアの過労死等の実

態と背景要因が明らかとなった。全業種と

比べ脳・心臓疾患と精神障害の事案の両者

ともに若年齢層が際立って多く見られ、長

時間労働による事案が脳・心臓疾患と精神

障害において多く示された。また、精神障害

の事案では対人関係の問題もあった。これ

らの結果から、メディアについては、長時間

労働対策とともに、若年労働者の過重労働

や対人関係に関する問題、発注者側からの

無理な業務依頼に着目した過重労働を未然

に防止するための取組が重要であると考え

られる。 

 
(5) 運輸業・郵便業における過労死

（脳・心臓疾患）の予測及び防止を

目的とした資料解析に関する研究

（酒井） 
本研究は、平成 27 年度～平成 28 年度の

脳・心臓疾患による支給事案の調査復命書

から、運輸業・郵便業の全 193件を抽出し、

平成 22 年～26 年度に行った結果と比較し

ながら、新たな早朝勤務パターンの解析を

行った。その結果、平成 27年～28年度の解

析結果は、平成 22 年～26 年度の結果と多

くの要因で似ていた。トラックドライバー

の脳・心臓疾患の発症は、①事業規模が「20

人以上 50人未満」が最も多いが、安全管理

者の選任が義務づけられている 50 人以上

の事業場でも多いこと、②発症年齢が 50歳
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代であること、③雇用から 2年未満、15年

以上の発症が多いこと、④脳疾患は生存が

多く、心疾患は死亡が多いこと、⑤脳疾患発

症者は血縁のある家族に脳疾患の既往歴が

あること、心疾患発症者は血縁のある家族

に心疾患の既往歴があること、⑥労働条件

では、長い拘束時間、不規則な勤務、交代・

深夜勤務に加えて早朝勤務が関係している

こと、⑦喫煙者が多く、喫煙本数が多いこ

と、⑧飲酒習慣がある者が多く、毎日飲酒し

ていること、⑨健診の受診率が高くなって

も発症数は減少しないこと、⑩発症者は、4

時始業、5時始業の早朝勤務日数が多いこと、

が明らかになり、現時点では、それらに対す

る対策が有効であると考えられる 

 
(6) 労災保険特別加入者における労災認

定事案の特徴に関する研究（吉川） 
本研究では、過労死 DB を活用し、自営業

者や法人の役員等が含まれる労災保険の特

別加入者の過労死等の分析を行った。7年間

の過労死等として認定された事案において

特別加入の事案は事案総数 5,038 件のうち

84件(1.7%)であった。特別加入している自

営業者や会社役員の過労死等の特徴は、高

齢者が多い、脳・心臓疾患の件数が精神障

害・自殺の事案より多い、労働者が 9 人以

下の小規模事業場が 8 割で労働時間管理が

適切に行われていない、健康診断受診率が

低い等の特徴があった。また、過重労働にな

る背景には、建設業に代表される請負契約・

下請け、全体工程の進捗に影響される業務

スケジュール、納期の厳しさ、仕様の多様性

への対応、業務量の見通しの困難性、代替者

のいない責任が問われる仕事等が背景にあ

った。小売、宿泊・飲食店等や農業・漁業と

いった第一次産業では、連日営業、繁忙期等

の業務の特性により労働時間の裁量性が制

限される場合と、サプライチェーンに組み

込まれ雇用類似の働き方となり過重労働と

なっている働き方があった。自営業者や小

規模法人役員等の安全健康支援のため、①

サプライチェーンにおける包括的安全衛生

管理の促進、②行政、商工会議所や業種別の

事業場組合、地域保健サービス、産業保健サ

ービス提供機関等による業種や地域、事業

場の規模の特性に合わせた多層の支援体制、

③小規模事業場の経営支援と人員不足対策、

④健康増進と健康管理や職業上の健康障害

リスクへの対応を含めた教育・研修機会の

提供等を行う必要がある。 

 

(7) 脳・心臓疾患及び精神障害に係る労

災認定事案の研究（池添） 
定量的検討からは、発症時年代別、業種

別、職種別で特に検討すべきと思われるカ

テゴリが示された。今後の調査研究におい

ては、それらカテゴリについて傾注してよ

り子細に調査分析すべきことが示唆される。

また、今回の調査結果からは、政策・施策を

検討するに際し、発症時年代別、業種別、職

種別の傾向に留意することが、効果的な対

策につながりうると考えられる。 

 定性的検討からは、①時間外労働（長時間

労働）の削減とともに、不規則な勤務形態の

是正を企図した工夫を検討すること、②職

場における職位・職責に伴う過重労働を軽

減する方策を検討すること、③労働者本人

の性格や気質を考慮した日常的な労務管理

上の工夫の検討を行うこと、④日々の勤務

時間管理の方法について、客観的な記録方

法の導入・利用を促進し、また、日々の労働

時間や休日労働など実態をよく反映しうる

自己申告制の在り方を検討すること、⑤36

協定における協定時間と実労働時間との乖

離を小さくする方策を検討するとともに、

36協定の実効性を高める工夫を検討するこ

と、が示唆されよう。 

なお、企業実務的、政策的課題ではない

が、労働組合自身も、長時間労働の抑制や過

重労働の防止に向けた取組みを強化するこ

とが求められているといえるであろう。 

 
(8) 精神障害の労災認定事案における記

述内容の研究（高見） 
調査復命書等の記述内容をもとにして、

被災者や職場の上司・同僚等の認識をふま

えて事案の経過や被災者の業務負荷、職場

の状況を考察することで、実践的な予防策

が考案されうる。会社の常識、業界の慣例に

とらわれず、労働環境の改善（長時間労働是

正など）や職場風土の見直しが求められる。 

 

２ 疫学研究 
(1) 労働安全衛生総合研究所
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（JNIOSH）コホート研究 
JNIOSH コホートに参加している一社

6,806人の勤怠データ、健診データ、ストレ

スチェックデータ、質問紙データに基づい

て横断的な分析を行った。評価指標によっ

て労働時間の影響の現れ方は変わることが

判明した。勤怠データによる労働時間と自

己申告による労働時間とは、労働時間が長

い場合に関連の低くなる傾向があった。 

 

(2) 介入研究（運輸業、保健・医療業）

（松元、久保） 
① トラックドライバーの過重労働対

策としての健康管理と運行管理に

関する研究（松元） 

トラックドライバーの現場観察調査の結

果より、地場運行では拘束時間が短いもの

の、勤務間インターバルが短く、出庫時刻が

早く、勤務日と休日の平均睡眠時間がそれ

ぞれ 7 時間未満であり、このような労働条

件下での短時間睡眠が疲労、眠気を増大さ

せることが示された。また、高血圧者では短

時間睡眠に対する脆弱性があることが考え

られた。 

H29 年に報告したアンケート調査結果と

同じく、地場運行かつ早朝出庫では短時間

睡眠になりやすく、毎日の疲労回復が困難

であることが確認された。また長距離運行

中にとられる睡眠時間が短かったことから、

トラックドライバーの疲労対策として運行

途中の休憩・休息の影響について検討する

必要がある。 

 

② 交代勤務看護師における睡眠マネ

ジメントの予備的検討（久保） 
本研究により、１）勤務シフトごとに睡眠

取得の状況が大きく異なること、２）有意性

は示されなかったものの、睡眠時間と精神

的健康度の間に負の相関関係がうかがわれ

たことが示された。しかしながら、回答者数

が少ない勤務シフトもあったため、今後、N

数を増やして、更なる解析を行うことが求

められる。 
 
３ 実験研究 

(1) 長時間労働と循環器負担のメカニズ

ム解明（劉） 
本研究から、①長時間労働による心血管系

の負担を軽減するための勤務中の休憩配置

を提案すること、②長時間労働時の加齢や

安静時血圧の影響を考慮したより具体的な

対策を検討すること、③長時間労働時の睡

眠確保に関する提案を行うことが可能にな

ることが考えられる。将来的に、これらの対

策は検証を経て、実際に労働現場に取り入

れることができれば、労働者の健康維持、さ

らに循環器系疾患が原因となる過労死の予

防につながると考えられる。 

 
(2) 労働者の体力を簡便に測定するため

の指標開発（松尾） 
今年度は、1）第 1期のデータを詳細に解

析することによる HRmix_ver.1 の開発、2）

HRmix_ver.1を改良するための被験者実験、

3）HRmix_ver.1を用いた横断研究のための

データ収集を行った。HRmixは研究での活用

だけでなく、企業における社員の健康管理

ツールとしても活用できる可能性がある。

しかし、そのためには、企業担当者の負担軽

減策に加え、HRmixの改良（さらなる簡便化）

が必要である。 

CRF 評価を疾病予防策に活用することに

ついては国際的にも唱えられており、例え

ば、American Heart Association（AHA）は、

その公式声明論文（Circuilation, 2016）

の中で、CRFは重要な循環器疾患リスクファ

クターの中で、唯一、定期的に検査される仕

組みが整っていない健康指標である、と指

摘している。HRmixの開発及びその活用シス

テム構築に向けた研究を進展させることで、

過労死関連疾患の予防に貢献する成果、ひ

いては国民の健康増進に貢献する成果をあ

げたいと考えている。 

 
Ｆ．健康危険情報 

なし 

 

Ｇ．研究発表 
1. 論文発表 
（査読あり） 
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Toru Yoshikawa, Shun Matsumoto, 
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